
平成 27年度 第 2回 総合教育会議 次第

日時 : 平成 27年 8月 20日(木)  9:00～11:00

場所 : 庁 議 室                  
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浜松市の教育及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱策定方針 

 1 大綱の定義

大綱は、国の教育振興基本計画における基本的な方針を斟酌しながら、地域の実情に

応じ、当該地方公共団体の教育及び文化の振興に関する総合的な施策について、その

目標や施策の根本となる方針を定める。

2 大綱の位置付け

浜松市総合計画や既存の個別計画で定める教育、文化の振興に関する本市の理念を

大綱に盛り込み、既存の個別計画によって具体的な施策、取組の進捗管理を行う。

イメージ

  3 期間

浜松市総合計画の計画期間と合わせ、平成 27年度から平成 31年度までの 5年間と
する。

4 大綱の構成案

第 1章 大綱の位置付け、期間等

第 2章 基本理念

浜 松 市 総 合 計 画

その他 教育、文化の振興に関する本市個別計画 

生涯学習推進大綱 教育総合計画 

教育及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 
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項 目                           

項 目                            

項 目                           

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 第 1 項に規定する大綱を上記のとお

り定める。 

平成 27年○月○日 

浜松市長 鈴木 康友

内 容

内 容

内 容
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国及び浜松市各種計画の理念

国【教育振興基本計画】（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定） 

四つの基本的方向性 

①社会を生き抜く力の養成

～多様で変化の激しい社会での個人の自立と協働～ 

社会が激しく変化する中で自立と協働を図るための能動的・主体的な力である

第 1「社会を生き抜く力」を誰もが身に付けられるようにする。

②未来への飛躍を実現する人材の養成

～変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各分野を牽引していく人材～ 

変化や新たな価値を主導・創造しイノベーションを実現する人材、グローバル

社会において各分野を牽引できるような人材、すなわち第 2「未来への飛躍を

実現する人材」を養成する。

③学びのセーフティネットの構築

～誰もがアクセスできる多様な学習機会を～ 

厳しい経済情勢において社会的格差等の問題が指摘される現在、上記 2点を達

成するための基礎的な条件として、安全・安心で充実した教育機会にアクセス

できるようにすること、すなわち社会参画・自立に向けた第 3「学びのセーフ

ティネット」を構築する。

④絆づくりと活力あるコミュニティの形成 

 ～社会が人を育み、人が社会をつくる好循環～ 

以上の取組を実効的に進めるためには、個々人の取組に委ねるのではなく、社

会全体の協働関係において推進していくこと、いわゆる社会関係資本を充実す

ることが重要である。このため、社会のつながりの希薄化などが指摘される中

にあって、学校教育内外の多様な環境から学び、相互に支え合い、そして様々

な課題の解決や新たな価値の創出を促す第 4「絆づくりと活力あるコミュニテ

ィ」の形成を図る。
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【浜松市総合計画】 

○基本構想 浜松市未来ビジョン  

都市の将来像 

市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』 

技術も文化も国際色豊かなクリエイティブシティ［創造都市］ 

小さな歯車が重なって大きな‘こと’を動かす［市民協働］ 

新しさを生む伝統を未来へつなぐ［ひとづくり］

○基本計画 浜松市未来ビジョン第 1次推進プラン 

子育て・教育 

浜松市未来ビジョンの実現に向けた将来の理想の姿 

地域の宝として愛情を注がれた子どもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台

に活躍している。 

10 年後の目標（政策の柱） 

◆子どもたちの成長を第一に考えた地域社会のサポートにより、仕事と子育て

が両立できる環境が整っている。 

◆すべての子どもたちは、互いの個性を認め合い、夢と希望を持って学び、生

きる力を身に付けている。

文化・生涯学習 

浜松市未来ビジョンの実現に向けた将来の理想の姿 

創造都市を実現し、音楽の都として世界から注目されている。 

10 年後の目標（政策の柱） 

◆音楽などの芸術をきっかけとして新たな文化や産業が創出されている。 

◆多様な歴史・文化による豊かさやスポーツによる喜びを市民が実感している。
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【第 3次浜松市教育総合計画】

浜松市の教育理念 

○未来創造への人づくり

「夢と希望」「資質や能力」「自分らしさ」を大切にした教育に取り組む。 

○市民協働による人づくり

園・学校、家庭、地域の全てを育ちの場として捉え、市民総ががりで「人づく

り」に取り組む。 

園・学校は、家庭や市民活動団体、事業者などと協働することによって教育の

質を向上させる。 

家庭は、園・学校、行政、市民活動団体、事業者などと連携・協力し、基本的

な生活習慣を身に付けさせる中心的役割を果たす 

地域は、市民活動団体や事業者などが、子どもを見守り育む。

目指す子どもの姿 

1 夢と希望を持ち続ける子ども 

2 これからの社会を生き抜くための資質や能力を育む子ども 

3 自分らしさを大切にする子ども 

7 つの政策 

1 夢と希望を持ち続ける子どもを育てます 

2 これからの社会を生き抜くための資質や能力を育む子どもを育てます 

3 自分らしさを大切にする子どもを育てます 

4 一人一人の可能性を引き出し伸ばします 

5 園・学校や教職員の力を向上させます 

6 家庭や地域の力を生かした取組を推進します 

7 子どもの生活や学びを支える教育環境づくりを進めます 

【浜松市子ども・若者支援プラン】

基本理念 

子どもの育ちと若者の自立を支え、安心して暮らすことができるまち浜松 

すべての市民が生涯にわたりいきいきと暮らせるまちづくりのために、浜松市

のすべての子どもを社会全体で健全に育成し、社会生活を送るうえで困難を感

じることがない自立した若者になるよう支援するとともに、すべての家庭にお

いて安心して子育て・生活ができるような取組みを行います。 



- 4 - 

【浜松市生涯学習推進大綱】

めざす都市像 

○「楽しみ」や「生きがい」が見つかるまち・浜松

市民の皆さんと行政が一体となって、いつでも、どこでも、だれでも学べる学

習環境づくり、学習成果を適切に生かすことのできる仕組みづくりに取り組ん

でいきます。 

生涯学習推進の行動指針 

○「夢」や「好奇心」を持って行動を起こし、仲間とのつながりを広げよう

【浜松市文化振興ビジョン】

目指す都市のイメージ 

○市民が主体となって文化を創造し発展させていく都市

○文化の持続的な循環が行われる都市

ビジョンの基本目標、施策の方向性 

○創造都市・浜松の実現 

1）創造的な文化・芸術活動を行う新進アーティストの支援 

2）文化・芸術活動を支える人材や組織の育成・支援 

3）文化活動の拠点となる施設の整備と活用 

4）創造拠点地区の形成 

5）文化・芸術分野のマーケティング力強化による民間需要の拡大 

○文化の多様性が活力となる都市・浜松 

1）多様な文化の豊かさの再評価と発信 

2）伝統文化の継承と担い手支援 

3）文化とまちづくりとの連携 

○音楽の都・浜松 

1）音楽を通して子どもたちの豊かな感性を育む 

2）音楽文化を担う人材の育成 

3）音楽文化の蓄積の都市資産としての活用と発信 



キーワード集

【第 1回総合教育会議で発言されたワード】（議事録掲載回数）

○地域(17) 

○市民協働(6) 

○こころざし(6) 

○コミュニティ・スクール(4)、人づくりネットワーク(4) 

○気づき(3) 

【浜松市総合計画】1 ダースの未来・理想の姿

創る、高める、活かす、巡らす、繋ぐ、認め合う、支え合う、育む、実る、働く、変える、

結ぶ 

【第 3次浜松市教育総合計画の方向性】

○思考力・学習意欲、自他を大切にする心、豊かな感性や情緒、健康な体と体力 

○安全、安心の確立、幼児教育の充実、一人ひとりの子どもの支援 

○教職員の資質向上、園・学校の自主的な改善 

○園・学校と家庭、地域との連携、家庭、地域の教育力の育成 

○子どもの居場所づくり、教育環境の整備 

【文部科学省ホームページ 分野別の注目キーワード 教育】

○生きる力 

○いじめ防止対策推進法 

○英語教育 

○体罰 

○不登校 

○特別支援教育 

○発達障害 

○子どもの体力向上 

○食育 
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【教育再生実行会議における提言】

第6次提言（平成 27年 3月 4日）

○「学び続ける」社会 

○多様な人材が担い手となる「全員参加型社会」 

○地方創生を実現する教育、地域を担う人材の育成 

第7次提言（平成 27年 5月 14日） 

○これからの時代を生きる人たちに必要とされる資質・能力 

 ・主体的に課題を発見し、解決に導く力、志、リーダーシップ 

 ・創造性、チャレンジ精神、忍耐力、自己肯定感 

 ・感性、思いやり、コミュニケーション能力、多様性を受容する力 

○これからの時代を見据えた教育内容・方法の革新 

 ・アクティブ・ラーニング（能動的な学び）の推進 

 ・ICT 活用による学びの環境の革新と情報活用能力の育成 

 ・新たな価値を生み出す創造性、起業家精神の育成 

 ・特に優れた才能を有する人材の発掘・育成 

【静岡県総合教育会議における協議テーマ】

○教職員や高校生の国際化 

○実学の重視 

○大学と大学院の充実 

○人材バンク 



  １　平成２６年度のいじめの実態 学校教育部　指導課

（１）全国の傾向

（２）浜松市の実態
　〈 いじめの認知件数・解消件数・解消率 〉（指導課定期調査）

年度 校種

小

中

小

中

小

中

83.2%

501 88.5%

378 74.4%

818

Ｈ２５

476 81.6%

607 74.2%
Ｈ２４

431

569 479

566

518

Ｈ２６
583

84.2%

傾　向　・認知件数は、中学校では５６９件と変化はないが、小学校では５８３件とか
　　　　　なり大幅な増加が見られた。解消率は、小中学校ともに、減少している。
　　　　・いじめの態様については、「冷やかし・悪口・仲間はずれ・無視」によるも
　　　　　のが小中学校ともに多いが、小学校は増加傾向、中学校は減少傾向にある。

解消件数 解消率

対　応　・どの子にも、どこでも「いじめは起こりうる」という危機感をもち、一つ一
　　　　　つ丁寧に対応し、心のケアをしながら解消に向けたきめ細かな指導を徹底す
　　　　　る。
　　　　・各学校で「いじめ対策基本方針」を策定し、学校をひらいていくために専門
　　　　　家や地域の方も参加する「いじめ対策委員会」が設置されている。この委員
　　　　　会が核となって、いじめの未然防止、早期発見、早期対応がすすめられてい
　　　　　る。

・「いじめ」とは、学校に在籍する児童又は生徒（以下「児童等」という。）に対し
　て、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある
　他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行
　われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
　ているものをいう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　【いじめ防止対策推進法 平成２５年６月制定】

・「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的なものではなく、被害者の立場
　（主観主義）に立って、「いじめられていると感じる」ものをすべて、認知数として
　調査している。

508

浜松市におけるいじめの実態と防止等の取り組みについて

　いじめの認知（発生）件数の推移（文部科学省）

認知件数

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

小学校 中学校

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

いじめの解消率

いじめとは

定義の見直し 定義の見直し

対象校の拡大

全国的な

いじめ問題論議
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  ２　いじめの防止等の取り組み

＊　浜松市いじめ防止基本方針　　　平成２６年３月制定（HP公開）

＊　浜松市いじめ問題対策連絡協議会　年間２回開催

（２）浜松市教育委員会の取り組み

①

②

③

④

⑤

　平成２６年度から行った事業である。インターネット上に潜む危険から子供たちを守る
ため、インターネット上での子供たちの書き込み等現状を把握すると共に、各学校での指
導等に活かしている。

「いじめについて理解を深める　いじめ対応の手引き」を作成し、各校で活用している。
未然防止、早期発見、組織的な対応について、指導を重ねている。

　弁護士、学識経験者、精神科医、臨床心理士、元警察官等を委員とした「いじめ対策等
専門家チーム」を設置し、いじめ等の問題に対して、迅速かつ的確に対応するため、専門
的な指導及び助言を行っている。

　平成２４年度より、各学校のいじめ対策の中心となって取り組む「いじめ対策コーディ
ネーター」を浜松市内全小中学校に位置づけた。校長を中心とした校内「いじめ対策委員
会」のいじめの未然防止や早期発見のための企画・運営を担っている。

いじめ対応マニュアルに基づいた対応

浜松市学校非公式サイト等調査（ネットパトロール）の実施

生徒指導協力員の設置

いじめ対策コーディネーター研修会の開催

いじめ対策等専門家チーム

（１）浜松市としての取り組み

　いじめをはじめ、様々な問題行動に対応するため平成２６年度より新規事業としてス
タートした。協力員は元警察官が担い、警察署とも連携しながら活動している。










